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１ 監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名

吉 井 忠 夫

髙 田 幸 男

石 井 昭 一

橋 口 幸 生

２ 監 査 の 種 類

地 方 自 治 法 （ 昭 和２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 ４ 項の 規

定 に よ る 定 期 監 査 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 務 の執 行 に 係 る

行 政 監 査

３ 監 査 の 概 要

(1) 監 査 の期 間

平 成２ ７ 年 ９ 月 １ ０ 日 か ら 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 ま で

(2) 監 査 の 対 象 と し た 部 及 び 課 等

ア 市 民 生 活 部 市 民 課

市 民 課 富 勢 出 張 所

市 民 課 柏 駅 前 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ

ー

消 費 生 活 セ ン タ ー

保 険 年 金 課

沼 南 支 所 総 務 課

沼 南 支 所 窓 口サ ー ビ ス 課

イ 保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 務 課

福 祉 政 策 課

福 祉 政 策 課 地 域 医 療 推 進 室

医 療 公 社 管 理 課

法 人 指 導 課

高 齢 者 支 援 課

高 齢 者 支 援 課 介 護 基 盤 整 備 室

障 害 福 祉 課

障 害 福 祉 課 障 害 者 相 談 支 援 室
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障 害 福 祉 課 障 害 福 祉 就 労 支 援セ ン

タ ー

福 祉 活 動 推 進 課

生 活 支 援 課

ウ 保 健 所 総 務 企 画 課

保 健 予 防 課

生 活 衛 生 課

生 活 衛 生 課 動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン

タ ー

地 域 健 康 づ く り 課

成 人 健 診 課

衛 生 検 査 課

エ 水 道 部 総 務 課

給 水 課

配 水 課

浄 水 課

オ 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 教 育 総 務 課

生 涯 学 習 課

生 涯 学 習 課 中 央 公 民 館

生 涯 学 習 課 沼 南 公 民 館

生 涯 学 習 課 少 年 補 導 セ ン タ ー

文 化 課

ス ポ ー ツ 課

図 書 館

カ 消 防 局 総 務 課

企 画 統 制 課

火 災 予 防 課

警 防 課

救 急 課

第 １ 方 面 本 部

第 ２ 方 面 本 部

西 部 消 防 署
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東 部 消 防 署

旭 町 消 防 署

沼 南 消 防 署

(3) 監 査 の 方 法

平 成２ ７ 年 度 分 で 平 成２ ７ 年 ８ 月 ３ １ 日 ま で に 執 行さ れ た 事

務 事 業 （ 必 要 と 認 め た 部 分 に つ い て は平 成 ２ ６ 年 度 以 前 分 を 含

む 。 ） が 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か を 主 眼 と し て ，関 係

各 課 か ら 資 料 の 提 出 を 求 め る と と も に ， 関 係 職 員 か ら 事 情を 聴

取 し て実 施 し た 。

な お ， 監 査 の 実 施 に 当 た っ て は ， 特 に 次 の 点 に 意 を 払 う こ と

と し た 。

ア 審 議 会 等の 委 員 構 成 及 び 活 動 状 況 に つ い て

地 方 自 治 法 第 １ ３ ８条 の ４第 ３ 項 に よ る 附 属 機 関と し て 設

置 さ れ た 審 議 会 等 及 び こ れ に 準 ず る も の が ，設 置 の 目 的 に 沿

っ て適 正 か つ 効 率 的 に 運 営 さ れ ， 活 動が 行 わ れ て い る か と い

う 観 点 か ら ， 審 議 会 等 の 委 員 構 成 （ 委 員 数 ， 選 考 方 法， 経 歴

等 ）及 び 活 動 状 況 （ 開 催 回 数 ， 提 言 数， 報 酬 等 ） を 検 証 す る 。

イ プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る一 者 随 意 契 約 に つ い て

業 務 委 託 ， 物 品 購 入 ， 建 設 工 事 等 の 契 約 に お い て， プ ロ ポ

ー ザ ル 方 式 に よ り 受 託 者 を 特 定 し よ う と す る場 合 の 事 務 手 続

は ガ イ ド ラ イ ン等 に 定 め る と こ ろ に よ り 適 正に 行 わ れ て い る

か ， ま た ， 当 初の プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 契 約 後 ， 翌 年 度 以

降 も 同 じ 相 手 方と 契 約 を 締 結し て い る 場 合 の一 者 随 意 契 約 理

由 は 妥 当 か な ど に つ い て 検 証す る 。

４ 監 査 の 結 果

監 査 の 結 果 ， 特 に 次 の 事 項 に つ い て は ，「 監 査 の 結 果 等 の 取 扱

い 要 領 」 に 定 め る 指 摘 事 項 に 該 当 す る も の と 判 断 し た 。
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【 指 摘 事 項 】

(1) 保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 務 課 ， 生 活 支 援 課

庁 内Ｌ Ａ Ｎ へ の 個 人 情 報 の 保 存 に つ い て

市 で は ， 昨 今 の個 人 情 報 漏 え い 事 件 の 発 生 を受 け ， イ ン タ ー

ネ ッ ト に 接 続 で き る パ ソ コ ン （ 情 報 パ ソ コ ン ） に は 個 人 情 報 を

含 む フ ァ イ ル を 保 存 し な い こ と と し， 保 存 す る 場 合 は 暗 号 化 （

パ ス ワ ー ド 設 定 ） を 必 須 条 件 と し て， 住 民 情 報 等 重 要 情 報の 流

出 防 止 を 図 っ て い る 。

今 回 ， 保 健 福 祉 総 務 課 及 び 生 活 支 援 課 の 情 報パ ソ コ ン の 状 況

を 確 認 し た と こ ろ ， 庁 内 全 体 で 共 有 で き る 電 子 フ ォ ル ダ （庁 内

Ｌ Ａ Ｎ ） に ， 暗 号 化 し て い な い 個 人 情 報 を 含 む 電 子 文 書 を保 管

し ， 担 当 職 員 以 外 の 職 員 が 自 由 に 閲 覧で き る 状 態 と な っ て お り ，

イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で 外 部 へ流 出 す る危 険 性 を 有 し て い た 。

こ の よ う な 状 況は ， 平 成 ２ ６年 度 定 期 監 査 に お い て 注 意 ， 指

導 し た と こ ろ で あ る が ， 全 く 改 善 が 図 ら れ て い な い 。 今 後 は ，

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 重 要 性 を 認 識し ， 適 切 な 取 扱 い を徹 底

さ れ た い 。

(2) 保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課 障 害 者 相 談 支 援 室

補 助 金 交 付 事 務の 誤 り に つ い て

障 害 者 相 談 支 援 室 で は ， 障 害 者 等 が 自 立 し た日 常 生 活 及 び 社

会 生 活 を 行 う こ と の 支 援 に 対 す る促 進を 図 り ， も っ て 障 害 者 等

の 福 祉 の 増 進 に 資 す る こ と を 目 的と し て ， 地 域 活 動 支 援 セ ン タ

ー 経 営 事 業 を 行 う 者 に 対 し ， 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 補 助 金

を 交 付し て い る 。

平 成 ２ ７ 年 度 の当 該 補 助 金 交 付 事 務 に 係 る 関 係 書 類 を 調 査 し

た と こ ろ ， 交 付 決 定 額 の 算 出 に 当 た り千 円 未 満 の 金 額 を 切り 捨

て て 支 出 し て い る こ と が 判 明 し た。 こ れ は ， 補 助 金 申 請 時に 使

用 す る 様 式 に 誤 っ て 「 千 円 未 満 切 捨」 と 表 記し た こ と に よ る も

の で あ る 。

補 助 金 の 額 に つ い て は ， 交 付 要 綱 第 ４ 条 に 基づ い て 算 出 さ れ
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る こ と と な る が ， 単 位 未 満 の 端 数 金 額の 処 理に つ い て は 規 定 さ

れ て お ら ず ， 結 果 的 に 交 付 決 定 額が 本 来 交 付 す べ き 額 と 相 違 す

る 状 況 と な っ て い る 。

補 助 金 の 交 付 に当 た っ て は ， 交 付 要 綱 に 基 づ く 適 正 な 金 額 で

の 支 出 と な る よ う 必 要 な 措 置 を と る と と も に ， 今 後 は 交 付 要 綱

を 遵 守 し た 事 務 処 理 を 徹 底 さ れ た い 。

(3) 保 健 所 生 活 衛 生 課 動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン タ ー

ア 補 助 金 交 付 事 務の 不 備 に つ い て

動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン タ ー で は， 人 と 動 物 の 共 生 の 実 現 に

資 す る こ と を 目 的と し て ， 市 内 で 飼 い 主 の い な い 猫 を 適 正 に

管 理 す る 活 動 を行 う 団 体 に 対 し ， 不 妊 去 勢 手 術 助 成 金を 交 付

し て い る 。

平 成 ２ ７ 年 度 の当 該 助 成 金 交 付 事 務 に 係 る 関 係 書 類 を 調 査

し た と こ ろ ， 実 績 報 告 書 の 添 付 書 類 で あ る 動 物 病 院 の 領 収 書

に つ い て ， 宛 名 人 を 訂 正 し た も の ， 宛 名 人 の記 載 が な い も の ，

対 象 事 業 に 係 る不 妊 去 勢 手 術 の 内 容 の 記 載 が な い も の， 領 収

者 の 印 が な い も の な ど の 不 備が あ る も の が 見ら れ た 。

当 該 領 収 書 に つ い て は ，助 成 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 に よ り 「 助

成 金 の 交 付 の 決 定を 受 け た 者 を 宛 名 人 と す る も の で あ っ て，

対 象 事 業 に 係 る不 妊 去 勢 手 術 の 内 容 及 び 実 施 日 並 び に 対 象 経

費 の 金 額 の 記 載 の あ る も の に限 る 。」 と 規 定 さ れ て い る こ と

か ら も ， 助 成 対 象 に 該 当 す る か 否 か の判 断 に当 た り 重 要 な 書

類 で あ り ， 規 定 に 則 っ た 事 務 処 理 が 求 め ら れ る 。

ま た ， 助 成 金 の交 付 決 定 文 書 に ， 決 裁 権 者 で あ る所 長 の 押

印 が な さ れ て い な い も の が 見 ら れ た 。 事 務 決 裁 規 程 に 定 め る

と お り ， 決 裁 は， そ の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 に つ い て ， 最

終 的 に 意 思 決 定す る も の で あ り ， そ の責 任 の所 在 を 明 確 に す

る も の で あ る か ら ， 決 し て 軽 視 し て は な ら な い も の で あ る 。

こ れ ら の こ と に つ い て は， 平 成 ２ ６ 年 度 に 実 施 し た 定 期 監

査 に お い て 注 意 事 項 と し て 指 導 し た に も か か わ ら ず ， 改 善 さ

れ て い な か っ た も の で あ り ， 今 後 は ， 交 付 要 綱 や 事 務 決 裁 規
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程 を 遵 守 し た 事 務 処 理を 徹 底さ れ た い 。

イ パ ソ コ ン の セ キ ュ リ テ ィ不 備 に つ い て

動 物 愛 護 ふ れ あ い セ ン タ ー に つ い て は， 平 成 ２ ６ 年 度 定 期

監 査 に お い て 職 員に 配 備 さ れ て い る パ ソ コ ン に 推 測 が 容 易 な

パ ス ワ ー ド を 使 用し て い た と し て ， セ キ ュ リ テ ィ 不 備 の 改 善

を 求 め る 注 意 ，指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る。

今 回 ， パ ソ コ ン の 管 理 状 況 に つ い て 再 度 確 認 し た 結 果 ， 昨

年 と 同 様 に 推 測 容 易 な パ ス ワ ー ド を 使 用 し ，さ ら に ， 複 数 の

職 員 が 共 有 し て業 務 に 使 用 す る パ ソ コ ン に ，当 該 パ ス ワ ー ド

を 記 載 し た 付 箋を 貼 付 し て い る 状 況 で あ っ た 。

パ ス ワ ー ド の 設 定 な ど の セ キ ュ リ テ ィ対 策 は 必 須 で あ り ，

全 く 改 善 が 図 ら れ て い な い 現 状 は ， 危 機 管 理に 対 す る 意 識 が

希 薄 で あ る と 言わ ざ る を 得 な い 。 早 急に 改 め る と と も に， 今

後 は ， 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー 等 を 遵 守 し， 管 理 の 適 正 化

を 徹 底さ れ た い 。

(4) 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 課 ， 生 涯 学 習 課 少 年 補 導セ ン

タ ー

市 が 事 務 局 を 担 う 団 体 の 現 金 管 理 に つ い て

任 意 団 体 で あ る柏 市 青 少 年 健 全 育 成 推 進 連 絡 協 議 会 及び 柏 市

学 校 警 察 連 絡 協 議 会 は ， そ れ ぞ れ 生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 課 ，少 年

補 導 セ ン タ ー に 事 務 局 を 置 き ， 市 職 員 が 事 務を 取 り 扱 っ て い る 。

当 該 事 務 局 が 保 管 す る 団 体の 現 金 の 取 扱い 状 況 に つ い て現 地

調 査 を 行 っ た と こ ろ ， 次 の よ う な 状 況が 見 ら れ た 。

ア 両 部 署 と も に ，各 団 体 の経 費 支 出 に 当 た り ， 市 の担 当 職 員

が 私 費 に よ り 立 替 払い を 行 っ て い た 。

イ 生 涯 学 習 課 に お い て ， 平 成 ２ ７ 年 度 の 当 該 団 体 の収 入 支 出

に 関 す る 出 納 簿 等 の 記 帳 を 行 っ て い な か っ た。

現 金 等 の 取 扱 い に つ い て は ， 任 意 団 体 の 保 管 金 で あ っ て も ，

市 職 員 が 担 当 業 務 と し て 行 う 以 上， 公 金 と 同 様 に 厳 正 な 取 扱 い

が 求め ら れ る 。

早 急 に 改 善 を 図る と と も に ， 今 後 は ， 適 正 な現 金 管 理 と な る
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よ う ， 十 分 注 意 さ れ た い 。

(5) 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部ス ポ ー ツ 課

現 金 の 直 接 収 納 事 務 に つ い て

ス ポ ー ツ 課 の 現 金 収 納 事 務 に つ い て 調 査 し た と こ ろ ， 休 日 に

寄 附 金 の 収 納 が あ っ た 場 合 ， ス ポ ー ツ課 職 員 が 現 金 を 受 け取 る

も の の ， そ の 場 で 領 収 書 を 交 付せ ず ， 直 後 の 平 日 を 待 っ て沼 南

支 所 窓 口 サ ー ビ ス 課 に 現 金 を 持 ち 込 み ， 窓 口サ ー ビ ス 課 が発 行

す る 領 収 書 を 後 日 改 め て 納 入 者 に 交 付す る と い う 事 務 処 理 を 行

っ て い た 。

出 納 職 員 が 現 金 等 を 直 接 収 納 し た と き は ， 財 務 規 則 第３ ６ 条

に よ り 「 現 金 領 収 書 を 納 入 義 務 者に 交 付 し ， 特 別 の 事 情 が あ る

場 合 を 除 く ほ か ， 当 日 又 は 翌 日に 現 金 振 込 書 に そ の 現 金 等 及 び

領 収 済 通 知 書 を 添 え て 指 定 金 融 機 関 等に 払 い 込 ま な け れ ば な ら

な い 。」 と 規 定 さ れ て い る。

現 金 の 取 扱 い に つ い て は ， 常 に 厳 正 な 処 理 が求 め ら れ る こ と

か ら ， 今 後 は 出 納 職 員 と し て の 職 責 の 重 要 性 を 自 覚 し ， 財 務 規

則 を 遵 守 し た 適 正 な 事 務 処 理 と な る よ う 改 善 さ れ た い 。

指 摘 事 項 に つ い て は 以 上 の と お り で あ る 。 本 監 査 の 結 果 に 基

づ き 措 置 を 講 じ た と き は ， そ の 旨 を 速 や か に 監 査 委 員 に 報 告 さ

れ た い 。

ま た ， 事 務 処 理 上 改 善 す べ き 軽 易 な 事 項 等 に つ い て は ， 監 査

の 期 間 中 に 口 頭に よ り 注 意 ， 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る が ， そ の

他 の 事 務 事 業 は 適 正 に 執 行さ れ て い る も の と 認 め た 。

な お ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 妥 当 性に 欠 け ， 改 善 を

要 す る も の ， 及 び ， 軽 易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で ， 速 や か に 改 善 が

可 能と 判 断 し た も の （ 監 査 実 施 ま で に 改 善 さ れ た も の を 含 む ） を

「 注 意 事 項 」 と し て 別 紙 １ に 記 載 す る。



１ 附属機関等の会議開催案内の周知不備について

附属機関等の会議を公開する場合（その会議の一部を公開する場合を含む）に作成す

る会議開催案内を作成しておらず，周知が図られなかったもの。（附属機関等会議公開

等要領第４条第１項）

教育委員会生涯学習部文化課

２ 附属機関等の会議開催状況の周知不備について

附属機関等の会議が非公開により開催された場合に作成する会議開催状況を，行政資

料室やホームページに配架，掲載していなかったもの。(附属機関等会議公開等要領第

６条第４項）

保健福祉部福祉政策課地域医療推進室，高齢者支援課，

障害福祉課障害者相談支援室

３ 不要な見積書の保管について

主管課が保管する契約関係書類を調査したところ，工事請負費の見積り合わせで徴取

した見積書の他に，業者の代表者印があり金額が空欄の見積書が保管されていたもの。

教育委員会生涯学習部スポーツ課

４ 随意契約における見積りの辞退について

見積り合わせ執行中に，見積者が見積り合わせを辞退した場合には，見積者に対して

辞退の意思表示が確認できる書類（見積書の金額欄に辞退と記入したもの。）の提出を

求めるべきもの。（随意契約見積心得第６条第２項）

保健所成人健診課

５ 契約担当課との事前協議について

委託等の業務担当課は，プロポーザル方式により受託者を特定しようとするときは，

契約担当課と事前協議することとされているにもかかわらず，それを怠っていたもの。

（プロポーザル方式の実施に関するガイドライン第４条）

保健福祉部法人指導課

６ 現金取扱簿の記載不備について

現金取扱簿の記載内容と実際の現金出納状況とが一致していなかったもの。（財務規

則第４９条第３項）
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市民生活部市民課，市民課柏駅前行政サービスセンター

生涯学習部生涯学習課沼南公民館

７ 私人への徴収又は収納の委託について

歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは，その旨を告示し，かつ，公表し

なければならないとされているにもかかわらず，当該手続きを行っていなかったもの。

（地方自治法施行令第１５８条第２項及び財務規則第５２条第１項）

市民生活部保険年金課

生涯学習部文化課

８ 任意団体の預金管理について

市が事務局を担う任意団体の通帳及び通帳印が，同じ場所に保管されていたが，任意

団体の保管金であっても公金同様に安全に配慮した取扱いが求められるもの。

保健所総務企画課

９ 前渡資金口座に発生した利子の取扱いについて

資金前渡職員は，前渡資金口座に生ずる利子を受け入れる都度，その旨を歳入徴収者

に報告しなければならないとされているのにもかかわらず，当該報告に遅延があったも

の。（財務規則第７４条第２項）

保健福祉部高齢者支援課

１０ 分任出納員の内申書の提出について

分任出納員は，会計管理者を経た所管課長の内申書に基づき市長が任免することとさ

れているが，内申書の提出に著しい遅滞があったもの。（財務規則第２１２条第２項）

市民生活部保険年金課

１１ 調定漏れについて

歳入を収入しようとするときは，調定票により調定をしなければならないと規定され

ているにもかかわらず，当該調定がなされていなかったもの。（財務規則第２８条及び

第２９条）

生涯学習部生涯学習課

保健福祉部福祉政策課地域医療推進室，障害福祉課，生活支援課

消防局警防課



１２ 収入通知票の決裁漏れについて

決裁の手続は，原則として当該事務の担当者が起案し，順次直属の上司の意思決定を

受けなければならないと規定されているにもかかわらず，当該決定がなされていなかっ

たもの。（事務決裁規程第３条）

保健福祉部生活支援課

１３ 過年度支出の再発防止について

過年度支出は前年度以前の年度に属する経費を現年度の予算を持って支払うものであ

るが，繰り返し過年度支出が発生することがないよう対策を講じるべきもの。（財務規

則第８２条）

保健所地域健康づくり課

１４ 前渡資金及び概算払金の精算遅延ついて

随時費用に係る前渡資金及び概算払金は，支払が完了したとき若しくは保管理由がな

くなった日から５日以内に精算すると規定されているにもかかわらず，怠っていたもの。

（財務規則第７７条及び第７８条第２項）

消防局総務課

１５ 切手使用簿の記載について

公費で購入し，郵便発送等に使用している切手について，受払いの履歴が適時に記載

されていなかったもの。

保健福祉部高齢者支援課

１６ 防火指導の推進について

防火意識の普及啓発を図るための防火指導は，現在，事業所や町会等からの要請に応

じ実施することとしている。このため，各消防署とも月ごとの実施回数にばらつきが生

じていることから，積極的な働きかけにより回数の増加，活動の平準化を図るべきもの。

消防局 第１方面本部，第２方面本部，西部消防署，東部消防署，

旭町消防署，沼南消防署

１７ 旅費の支給誤りについて

旅行雑費の支給漏れがあったもの。（職員旅費支給条例第６条第６項）

保健福祉部福祉活動推進課
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